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改正章 
２ 給水装置の設計 

改正部分 
２・４・１ 配水管等への取付口からメーターまでの給水管

及び給水用具 

改正内容 耐震継手を使用した配水管から分岐する際の一体化長さの確認について追記 

改 正 後 改 正 前 

１ 配水管等への取付口からメーターまでの間に使用する給水管及び給水用具

については、次によること。 

（１）使用する給水管及び給水用具は、給水装置工事の指定材料一覧表（別表

第 11）による。  

（２）配水管からφ50ｍｍ以上の分岐をする場合は、仕切弁まで耐震化を図る

こと。また、開発行為等でφ50ｍｍ以上の私幹を布設する場合、また公道

等官地にφ50ｍｍ以上の給水管を布設する場合は、仕切弁先についても耐

震管（GX 形、Ｓ50 形ダクタイル鋳鉄管）を使用すること。 

（３）ダクタイル鋳鉄管は、エポキシ樹脂粉体塗装管（EP）を使用する。 

（４）ダクタイル鋳鉄管を使用する場合において、曲管やＴ字管等の異形管、

仕切弁の前後等は、一体化長さ早見表により管路の一体化を図る。  

（５）管路の一体化は、GX 形、Ｓ50 形継手の場合はライナによること。また、

Ｋ形継手の場合は離脱防止型特殊押輪（３DｋN）を使用する。 

（６）ダクタイル鋳鉄管からの分岐については、原則として断水・切落し工法

を基本とするが、やむを得ない場合は不断水工法とする。 

（７）分岐する場合は他の分岐箇所から30ｃｍ以上離す。 

〈解説〉 

管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損

傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするために、配水管等への取付口から

メーターまでの間に使用する給水管及び給水用具について、その構造及び材質

を指定している。（条例第８条の２） 

１（１）ダクタイル鋳鉄管を布設する場合はGX 形を原則とする。ただし、既

設管との接続や複雑な配管の場合を除く。 

（２）配水管分岐部から仕切弁（止水栓）までの耐震性等を高めるためであ

１ 配水管等への取付口からメーターまでの間に使用する給水管及び給水用具

については、次によること。 

（１）使用する給水管及び給水用具は、給水装置工事の指定材料一覧表（別表

第 11）による。 

（２）配水管からφ50ｍｍ以上の分岐をする場合は、仕切弁まで耐震化を図る

こと。また、開発行為等でφ50ｍｍ以上の私幹を布設する場合、また公道

等官地にφ50ｍｍ以上の給水管を布設する場合は、仕切弁先についても耐

震管（GX 形、Ｓ50 形ダクタイル鋳鉄管）を使用すること。 

（３）ダクタイル鋳鉄管は、エポキシ樹脂粉体塗装管（EP）を使用する。 

（４）ダクタイル鋳鉄管を使用する場合において、曲管やＴ字管等の異形管、

仕切弁の前後等は、一体化長さ早見表により管路の一体化を図る。  

（５）管路の一体化は、GX 形、Ｓ50 形継手の場合はライナによること。また、

Ｋ形継手の場合は離脱防止型特殊押輪（３DｋN）を使用する。 

（６）ダクタイル鋳鉄管からの分岐については、原則として断水・切落し工法を

基本とするが、やむを得ない場合は不断水工法とする。 

〈解説〉 

管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷

の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするために、配水管等への取付口からメー

ターまでの間に使用する給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定

している。（条例第８条の２） 

１（１）ダクタイル鋳鉄管を布設する場合はGX 形を原則とする。ただし、既

設管との接続や複雑な配管の場合を除く。 

（２）配水管分岐部から仕切弁（止水栓）までの耐震性等を高めるためである。

仕切弁先の管種は給水用高密度ポリエチレン管、Ｓ50 形ダクタイル鋳 



 令和５年度 給水装置工事施行要領 改正対照表（主な内容）   

2 

 

る。仕切弁先の管種は給水用高密度ポリエチレン管、Ｓ50形ダクタイル鋳

鉄管とする。 

（４）一体化長さ早見表は、「10 参考資料」を参照のこと。 

（５）耐震継手を使用した配水管を断水・切落し施工により接続する場合等

は、離脱防止継手（ＧＸ形)またはＫ形継手の離脱防止型特殊押輪（３D

ｋN）を使用すること。ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管の切管を接合する場合は、

Ｇ-Ｌinkを使用すること。 

    なお、配水管側の一体化長さ（1.0ｍ以上）を必ず確保すること。 

（５）耐震継手を使用した既設配水管から切落しで分岐する場合は一体化長

さを必ず確保することとし、施工時には目視で確認すること。 

なお、配水管しゅん工図と現地が整合しない場合もあり得るので、試

掘等調査を行い確認することが望ましい。（「別図第７」を参照のこと。） 

（６）配水管口径が150mmを超える場合や、断水件数や仕切弁の操作箇所数

が多い場合、または断水できない現場事情がある場合は、事前に給排水

課審査係に相談すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄管とする。 

（４）一体化長さ早見表は、「10 参考資料」を参照のこと。 

（５）耐震継手を使用した配水管を断水・切落し施工により接続する場合等は、

離脱防止継手（GX形)またはＫ形継手の離脱防止型特殊押輪（３DｋN）

を使用すること。GX形ダクタイル鋳鉄管の切管を接合する場合は、

G-Link・P-Linkを使用すること。 

    なお、配水管側の一体化長さ（1.0ｍ以上）を必ず確保すること。 

（６）配水管口径が150mmを超える場合や、断水件数や仕切弁の操作箇所数

が多い場合、または断水できない現場事情がある場合は、事前に給排水課

審査係に相談すること。 
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別図第７ 耐震継手及び非耐震継手を使用した既設配水管から分岐する場合の

施工方法 

１ 既設管を切落して分岐する場合 

  

　掘削範囲を一体化長さも含めた範囲とする。

堀山

1.0

一体化長さが確保できているか目視で確認できる範囲まで最初から掘削する

（占用申請も最初から広い範囲でとる）

一体化長さ一体化長さ 継手の有無を

目視で確認する

掘削範囲

 

 

  

補足　一体化長さの範囲内に一体化されていない既設の継手を確認した場合

　　

既存の継手に伸縮防止金具を設置し、不平均力で継手が伸縮することを防止する

堀

一体化長さ

直管継手（ライナなし）

⇒伸縮防止金具を設置

［

［1.0
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２ 不断水分岐の場合 

  

掘削範囲を一体化長さも含めた範囲とする。

　

堀山

既設管

一体化長さ一体化長さ

一体化長さが確保できているか目視で確認できる範囲まで最初から掘削する

（占用申請も最初から広い範囲でとる）

掘削範囲

継手の有無を

目視で確認する

 

 

   

 

補足　一体化長さの範囲内に一体化されていない既設の継手を確認した場合

堀山

既設管

一体化長さ一体化長さ

［

［

直管継手（ライナなし）

⇒伸縮防止金具を設置

既存の継手に伸縮防止金具を設置し、不平均力で継手が伸縮することを防止する
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別図第８ サドル付分水栓、非耐震継手を使用した配水管から不断水分岐する

場合の施工方法を用いて分岐する場合の施工方法 

   

１　サドル付分水栓の場合

0.3m

堀山

既設管

分岐予定箇所の左右30cm以内に他の

給水管の分岐、配水管の継手がない

ことを確認すること

0.3ｍ

掘削幅

0.7ｍ以上

0.1ｍ

サドル付分水栓

 

 

   

２　不断水分岐の場合

0.3m

堀山

既設管

分岐予定箇所の左右30cm以内に他の

給水管の分岐、配水管の継手がない

ことを確認すること

0.3ｍ

掘削幅

割Ｔ字管の幅+0.6ｍ以上

0.17ｍ～0.3ｍ

 

（別図第８については３施工にあったものの記載位置を変更したもの） 
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※分岐予定箇所付近に、他の給水管の分岐又は継手部が近接している場合は、

分岐個所から0.3ｍ以上離れていることを確認するため、掘削幅は概ね0.7ｍ以上

とすること。 

分岐予定箇所の左右0.3ｍ以内に他の給水管の分岐、配水管の継手等が無いこと

が確実な場合は、掘削幅を最小で0.5ｍとすることができる。 
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改正章 ２ 給水装置の設計 改正部分 ２・４・５ 給水管等の分岐 

改正内容 別図第 10＜既設給水管の途中で接続する場合の配管例＞追記 

改 正 後 改 正 前 

 配水管等から給水管等を分岐する場合は、次によること。 

１ 分岐の位置等 

（１）分岐の位置は、他の給水管の分岐位置及び継手部の端面から 30 ㎝以上離

す。 

（２）配水管等の異形管及び継手からは、分岐しない。 

（３）道路の交差点内では、分岐しない。 

（４）同一敷地内への分岐取出しは、１箇所とする。 

（５）分岐口径は、直結直圧式は配水管等の口径より一段落ち以下、受水槽式は

二段落ち以下とする。 

（６）道路及び法定外道路内の分岐口径は 20 ㎜以上とする。 

（７）GX 形、NS、SⅡ、Ｓ形、Ｓ50 形ダクタイル鋳鉄管からφ50 ㎜以上のダ

クタイル鋳鉄管で分岐する場合は、一体化長さを考慮する。 

（８）これによりがたい場合は、管理者と協議すること。 

２ 配水管等からの分岐数 

（１）標準管径均等表（別表第 12）によること。 

（２）これによりがたい場合は、管理者と協議すること。 

３ 分岐方法及び使用材料 

（１）配水管等の管種及び口径並びに給水管等の必要口径に応じて、サドル付分

水栓、Ｔ字管、バルブ付割Ｔ字管又はチーズを用いるものとし、分岐方法は、

分岐方法一覧表（別表第 13）によること。 

（２）配水管等に対して直角に分岐する。 

（３）分岐部分の配管は、分岐部分の標準配管図（別図第８）によること。 

（４）ダクタイル鋳鉄管からφ50 ㎜以上で分岐する場合は、原則として断水・切

り落とし工法を基本とし、やむを得ない場合は、不断水工法とする。 

４ 取出し管の配管 

 配水管等から給水管等を分岐する場合は、次によること。 

１ 分岐の位置等 

（１）分岐の位置は、他の給水管の分岐位置及び継手部の端面から 30 ㎝以上

離す。 

（２）配水管等の異形管及び継手からは、分岐しない。 

（３）道路の交差点内では、分岐しない。 

（４）同一敷地内への分岐取出しは、１箇所とする。 

（５）分岐口径は、直結直圧式は配水管等の口径より一段落ち以下、受水槽式

は二段落ち以下とする。 

（６）道路及び法定外道路内の分岐口径は 20 ㎜以上とする。 

（７）GX 形、NS、SⅡ、Ｓ形、Ｓ50 形ダクタイル鋳鉄管からφ50 ㎜以上の

ダクタイル鋳鉄管で分岐する場合は、一体化長さを考慮する。 

（８）これによりがたい場合は、管理者と協議すること。 

２ 配水管等からの分岐数 

（１）標準管径均等表（別表第 12）によること。 

（２）これによりがたい場合は、管理者と協議すること。 

３ 分岐方法及び使用材料 

（１）配水管等の管種及び口径並びに給水管等の必要口径に応じて、サドル付

分水栓、Ｔ字管、バルブ付割Ｔ字管又はチーズを用いるものとし、分岐方

法は、分岐方法一覧表（別表第 13）によること。 

（２）配水管等に対して直角に分岐する。 

（３）分岐部分の配管は、分岐部分の標準配管図（別図第８）によること。 

（４）ダクタイル鋳鉄管からφ50 ㎜以上で分岐する場合は、原則として断水・

切り落とし工法を基本とし、やむを得ない場合は、不断水工法とする。 

４ 取出し管の配管 
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（１） 単独栓である取出し管の配管は、配水管等への取付口からメーターまでの

標準配管図 

（別図第９）によること。 

（２）既設の給水管へ接続する場合は「既設給水管の途中で接続する場合の配管

例（別図第 12）」を参照すること。 

（３） 道路内及び宅地内で高密度ポリエチレン管を布設する場合において、屈曲

させるときは継手を使用し、生曲げによる配管とはしないことを原則とす

る。 

（４）宅地内でポリエチレン管を生曲げによる配管とする場合は、ポリエチレン

管の曲げ配管（別表第 17）によること。 

（５）配水管等への取付口からメーターまでは、メーター二次側の給水管や、他

のメーター先の給水管と交差させないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）単独栓である取出し管の配管は、配水管等への取付口からメーターまで

の標準配管図（別図第９）によること。 

（２）道路内でポリエチレン管を布設する場合において、水平方向に屈曲させ

るときは、エルボを使用し、生曲げによる配管とはしないこと。 

（３）宅地内でポリエチレン管を生曲げによる配管とする場合は、ポリエチレ

ン管の曲げ配管（別表第 17）によること。 

（４）配水管等への取付口からメーターまでは、メーター二次側の給水管や、

他のメーター先の給水管と交差させないこと。 
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別図第 12 ＜既設給水管の途中で接続する場合の配管例＞ 

 

１ VP に HPPE を接続する場合 

VPφ20、φ25 HPPEφ20、25

SKX（VP×HPPE）

MN

 

 

２ DIP-S50 に HPPE を接続する場合 

新設DIP-S50 S50 HPPEφ50

ｽｯﾎﾟﾝMDV
 

３ 既設の仕切弁に HPPE を接続する場合 

 (１)既設管が PPφ50ｍｍの場合 

既設PPφ50 HPPEφ50

ｽｯﾎﾟﾝﾛﾝｸﾞMVF  

 

（２）既設管が DIPφ75ｍｍの場合 

既設DIPφ75 HPPEφ50

ｽｯﾎﾟﾝｼｮｰﾄMVF-K  
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改正章 ２ 給水装置の設計 改正部分 ２・４・５ 給水管等の分岐 

改正内容 止水栓の埋設深さの基準について追記 

改 正 後 改 正 前 

別図第９ ＜配水管等への取付口からメーターまでの標準配管図＞ 

１ メーター口径が 25 ㎜以下の場合     

 

 

  

 

 

                          

                        

※深さ 1.40ｍ以上となる場合は協議す 

ること。宅地盤が高い場合は別図第 13 

＜宅地盤が配水管布設面より高い場合 

の止水栓の設置例＞を参照すること。 

 

 

 

 

埋設深さＨ（ｍ） 
管理用止水栓の

寸法（長さ） 

Ｈ=0.60～0.75 未満 0.30ｍ 

Ｈ=0.75～1.05 未満 0.65ｍ 

Ｈ=1.05 以上～1.40 0.8ｍ 

別図第９ ＜配水管等への取付口からメーターまでの標準配管図＞ 

１ メーター口径が 25 ㎜以下の場合     

 

 

  

 

 

                          

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埋設深さＨ（ｍ） 
管理用止水栓の

寸法（長さ） 

Ｈ=0.60～0.75 未満 0.30ｍ 

Ｈ=0.75～1.05 未満 0.65ｍ 

Ｈ=1.05 以上～1.20 0.8ｍ H

PPE  

 

 

 

配水管φ50 以上 
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別図第 13＜宅地盤が配水管布設面より高い場合の止水栓の設置例＞ 

 

 

×

0.9

0.9

道

路

境

界

線

止水栓

配水管

HPPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図第 13＜宅地盤が配水管布設面より高い場合の止水栓の設置例＞ 

 

 

×

0.9

0.9
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改正章 ２ 給水装置の設計 改正部分 ２・４・６ 構造物等に近接又は交差する場合の配管 

改正内容 構造物等に近接又は交差する場合の標準配管図の追記 

改 正 後 改 正 前 

構造物等に近接又は交差する場合の配管は、次によること。 

１ 構造物等に近接する場合の配管 

（１）道路、法定外道路、私道、水路敷地及び宅地内で構造物等に近接して給

水管を布設する場合 

ア 構造物等に近接又は交差する場合の標準配管図（別図第10）によること。 

イ 構造物又は埋設物から60㎝以上離して布設する。 

（２）軌道又は変電所等に近接して金属製の給水管を布設する場合は、電食防

止措置を行う。 

（３）給水管と構造物又は埋設物の離れが60㎝未満の場合は、保温工を行う。 

（４）鉄道沿線において工事を施行する場合は、工事計画段階において当該管

理者と協議すること。 

（５）河川区域内に給水管を布設する場合は、当該管理者と協議すること。 

２ 構造物と交差する場合の配管 

（１）道路、法定外道路、私道、水路敷地及び宅地内で構造物等と交差して給

水管を布設する場合 

ア 構造物等に近接又は交差する場合の標準配管図（別図第10）によること。 

イ 構造物の基礎コンクリート下面又は埋設物下面から30㎝以上離して布

設すること。 

ウ 構造物の上部を通過する場合は離れを60ｃｍ以上確保すること。 

エ これによりがたい場合は、当該管理者と協議すること。 

（２）軌道又は河川を横断して給水管を布設する場合は、当該管理者と協議す

ること。 

（３）橋梁等に添架等を行う場合は、橋梁等の管理者又は所有者と協議するこ

と。 

（４）給水管と構造物又は埋設物の離れが60㎝未満の場合は、防護管を設置し

構造物等に近接又は交差する場合の配管は、次によること。 

１ 構造物等に近接する場合の配管 

（１）道路、法定外道路、私道、水路敷地及び宅地内で構造物等に近接して給水

管を布設する場合 

ア 構造物等に近接又は交差する場合の標準配管図（別図第10）によること。 

イ 構造物又は埋設物から60㎝以上離して布設する。 

（２）軌道又は変電所等に近接して金属製の給水管を布設する場合は、電食防止

措置を行う。 

（３）給水管と構造物又は埋設物の離れが60㎝未満の場合は、保温工を行う。 

（４）鉄道沿線において工事を施行する場合は、工事計画段階において当該管理

者と協議すること。 

（５）河川区域内に給水管を布設する場合は、当該管理者と協議すること。 

２ 構造物と交差する場合の配管 

（１）道路、法定外道路、私道、水路敷地及び宅地内で構造物等と交差して給水

管を布設する場合 

ア 構造物等に近接又は交差する場合の標準配管図（別図第10）によること。 

イ 造物の基礎コンクリート下面又は埋設物下面から30㎝以上離して布設

する。 

ウ これによりがたい場合は、当該管理者と協議すること。 

 

（２）軌道又は河川を横断して給水管を布設する場合は、当該管理者と協議する

こと。 

（３）橋梁等に添架等を行う場合は、橋梁等の管理者又は所有者と協議すること。 

（４）給水管と構造物又は埋設物の離れが 60 ㎝未満の場合は、保温工を行う。 
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保温工を行う。 

別図第 10 ＜構造物等に近接又は交差する場合の標準配管図＞ 

２ 構造物等を交差する場合の配管 

（３）構造物の上部を通過する場合の配管 

断熱材

防護管

保温材

道路占用許可条件に準ずる

0.6m 0.6m

 

※ 断熱材・保温材は発砲プラスチック保温材（発砲スチロール、ポリスチ

レンフォーム、ポリエチレンフォーム等）を使用すること。 
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改正章 ２ 給水装置の設計 改正部分 ２・４・15 メーター下流側の配管 

改正内容 とんぼ配管をしないことを追記 

改 正 後 改 正 前 

１ 配管工事の基本事項は、次によること。 

（１）給水管及び給水用具は、最終の止水機構の流出側に設置される給水用具

を除き、耐圧性能を有するものを用いる。 

（２）給水装置の接合箇所は、水圧に対する充分な耐力を確保するために、そ

の構造及び材質に応じた適切な接合を行う。 

（３）家屋の主配管は、建物基礎の外回りに布設することを原則とし、構造物

の下の通過を避けること等により漏水時の修理を容易に行うことができる

ようにする。 

（４）凍結防止のための措置を行う。 

２ 配管にあたっての留意事項は、次によること。 

（１） 配管材料は、配管場所に応じた管種を選定することとし、十分な耐食性

能を有すること。メーター先から建物までは、ポリエチレン管又は高密

度ポリエチレン管を使用することが望ましい。 

（２）宅地内の配管は、修理等の維持管理のため、直線的に配管する。 

（３）曲げ配管を行う場合は、管種に応じ適切な曲げ半径以上を確保する。ま

た、メーター直後では、直線部を１ｍ以上確保すること。 

（４）とんぼ配管（しゅもく配管）はしないこと。分岐箇所の配管例（別図第

25）を参照のこと。 

（５）立ち上がり管以降の地上配管は、屋内配管とすることが望ましい。やむ

を得ず屋外配管とする場合は、保温工等の凍結対策を施すものとする。電

熱線による保温を行う場合は省エネルギーに配慮したものが望ましい。 

（６）立ち上がり管 

ア 凍結対策等から口径を20㎜以上とする。 

イ 立ち上がり管の保温工は、土中の深さ 0.6ｍから行う。 

ウ 凍結した場合の解凍作業を考慮して、鋼管等とすることが望ましい。 

１ 配管工事の基本事項は、次によること。 

（１）給水管及び給水用具は、最終の止水機構の流出側に設置される給水用具

を除き、耐圧性能を有するものを用いる。 

（２）給水装置の接合箇所は、水圧に対する充分な耐力を確保するために、そ

の構造及び材質に応じた適切な接合を行う。 

（３）家屋の主配管は、建物基礎の外回りに布設することを原則とし、構造物

の下の通過を避けること等により漏水時の修理を容易に行うことができる

ようにする。 

（４）凍結防止のための措置を行う。 

２ 配管にあたっての留意事項は、次によること。 

（２） 配管材料は、配管場所に応じた管種を選定することとし、十分な耐食性

能を有すること。メーター先から建物までは、ポリエチレン管又は高密

度ポリエチレン管を使用することが望ましい。 

（２）宅地内の配管は、修理等の維持管理のため、直線的に配管する。 

（３）曲げ配管を行う場合は、管種に応じ適切な曲げ半径以上を確保する。ま

た、メーター直後では、直線部を１ｍ以上確保すること。 

（４）立ち上がり管以降の地上配管は、屋内配管とすることが望ましい。やむ

を得ず屋外配管とする場合は、保温工等の凍結対策を施すものとする。電

熱線による保温を行う場合は省エネルギーに配慮したものが望ましい。 

（５）立ち上がり管 

ア 凍結対策等から口径を20㎜以上とする。 

イ 立ち上がり管の保温工は、土中の深さ 0.6ｍから行う。 

ウ 凍結した場合の解凍作業を考慮して、鋼管等とすることが望ましい。 

エ 修理等の維持管理を考慮して、ソケット又はユニオン継ぎ手を設置す

る。 
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エ 修理等の維持管理を考慮して、ソケット又はユニオン継ぎ手を設置す

る。 

（７）さや管ヘッダ方式 

ア 維持管理のために、床下等に点検口を設ける。 

イ 管種及び口径等に適合した継手を使用する。 

ウ 曲げ配管を行う場合は、管種に応じ適切な曲げ半径以上を確保し、管

をしっかり固定する。 

エ ヘッダは給水栓数に応じたものを使用し、末端まで単独配管とし先分

岐は行わない。 

（８）各階ごとに修理等の維持管理のため、水抜き栓又は水抜きバルブを設置

することが望ましい。 

（９）給水装置は、ボイラー、煙道等高温となる場所を避けて設置する。 

（10）結露のおそれのある場所に配管する場合は、防露工を行う。 

（11）工事の中断時又は１日の工事終了後は、管端部にプラグ等で栓をして汚

水等が流入しないようにする。 

３ 活水器等の設置にあたっては、次によること。 

（１）活水器等の設置場所は、メーター下流側とし、メーターボックスから50

㎝以上離す。 

（２）磁気活水器を設置する場合は、磁気漏洩防止の措置を講じる｡ 

４ 自家水配管などの既設配管を流用する場合は、給水装置の構造材質の基準

に適合していることを確認する。 

〈解説〉 

１（１）ア 最終の止水機構の流出側に設置される給水用具とは、シャワーヘ

ッド、大気圧式バキュームブレーカ等をいう。 

イ 給水装置に使用する用具は、構造及び材質の基準に適合している

ことを自己認証又は第三者機関によって認証されたものとし、認証

品であることを示すマークが表示されているものを使用すること。 

ウ 主任技術者は、認証品であるかどうかを、資料、インターネット

（６）さや管ヘッダ方式 

ア 維持管理のために、床下等に点検口を設ける。 

イ 管種及び口径等に適合した継手を使用する。 

ウ 曲げ配管を行う場合は、管種に応じ適切な曲げ半径以上を確保し、管を

しっかり固定する。 

エ ヘッダは給水栓数に応じたものを使用し、末端まで単独配管とし先分岐

は行わない。 

（７）各階ごとに修理等の維持管理のため、水抜き栓又は水抜きバルブを設置

することが望ましい。 

（８）給水装置は、ボイラー、煙道等高温となる場所を避けて設置する。 

（９）結露のおそれのある場所に配管する場合は、防露工を行う。 

（10）工事の中断時又は１日の工事終了後は、管端部にプラグ等で栓をして汚

水等が流入しないようにする。 

３ 活水器等の設置にあたっては、次によること。 

（１）活水器等の設置場所は、メーター下流側とし、メーターボックスから50

㎝以上離す。 

（２）磁気活水器を設置する場合は、磁気漏洩防止の措置を講じる｡ 

４ 自家水配管などの既設配管を流用する場合は、給水装置の構造材質の基準

に適合していることを確認する。 

 

〈解説〉 

１（１）ア 最終の止水機構の流出側に設置される給水用具とは、シャワーヘ

ッド、大気圧式バキュームブレーカ等をいう。 

イ 給水装置に使用する用具は、構造及び材質の基準に適合している

ことを自己認証又は第三者機関によって認証されたものとし、認証

品であることを示すマークが表示されているものを使用すること。 

ウ 主任技術者は、認証品であるかどうかを、資料、インターネット

による給水装置データベース等で確認すること。 
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による給水装置データベース等で確認すること。 

エ 主任技術者は、施主が使用を希望する製品が基準に適合しないと

きは、その旨説明し理解を得ること。 

（２）管種、施工環境、施工技術等を考慮し、最も適当と考えられる接合方

法及び工具を選択すること。 

（３）主配管は、建物基礎の外回りに布設するほか、小屋、外壁、庭木、コ

ンクリート基礎、その他の工作物の下には埋設しないこと。やむを得ず

工作物の下になる場合は、さや管に入れること。 

（４）ア 屋外配管は、凍結深度より深く埋設すること。 

イ 屋内配管は、水抜き用の給水用具を設置すること。 

ウ 鳥居配管の場合、確実に水抜きが行えるようにするために最上部

に吸気弁を設置すること。 

２（２）給水管は、将来の取替え、漏水修理等の維持管理を考慮し、建物等に

平行で、かつ、直線的に配管することが望ましい。 

（３）ポリエチレン管の曲げ配管（別表第17）を参照のこと。 

（４）継手部分の圧力損失が極端に大きくなるため。 

（５）屋内配管は、ピット又はシャフト内配管として充分なスペースを確保

するとともに、適切な場所に出入口又は点検口を設けることが望ましい。 

（６）メーター下流側の標準配管図（別図第22）を参照のこと。 

（７）ア 給水管の交換又は漏水修理を容易にするために、点検口を設ける

こと。 

イ さや管ヘッダ方式には、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管等が

使用されるが、架橋ポリエチレン管とポリブテン管の継手は、口径

によって共用できないものがあるので注意すること。 

ウ ポリエチレン管の最小曲げ半径については、ポリエチレン管の曲

げ配管（別表17）を参照すること。また架橋ポリエチレン管及びポ

リブテン管の最小曲げ半径については、架橋ポリエチレン管及びポ

リブテン管の曲げ半径（別表第18）を参照のこと。 

エ 主任技術者は、施主が使用を希望する製品が基準に適合しないと

きは、その旨説明し理解を得ること。 

（２）管種、施工環境、施工技術等を考慮し、最も適当と考えられる接合方

法及び工具を選択すること。 

（３）主配管は、建物基礎の外回りに布設するほか、小屋、外壁、庭木、コ

ンクリート基礎、その他の工作物の下には埋設しないこと。やむを得ず工

作物の下になる場合は、さや管に入れること。 

（４）ア 屋外配管は、凍結深度より深く埋設すること。 

イ 屋内配管は、水抜き用の給水用具を設置すること。 

ウ 鳥居配管の場合、確実に水抜きが行えるようにするために最上部

に吸気弁を設置すること。 

２（２）給水管は、将来の取替え、漏水修理等の維持管理を考慮し、建物等に

平行で、かつ、直線的に配管することが望ましい。 

（３）ポリエチレン管の曲げ配管（別表第17）を参照のこと。 

（４）屋内配管は、ピット又はシャフト内配管として充分なスペースを確保

するとともに、適切な場所に出入口又は点検口を設けることが望ましい。 

（５）メーター下流側の標準配管図（別図第22）を参照のこと。 

（６）ア 給水管の交換又は漏水修理を容易にするために、点検口を設ける

こと。 

イ さや管ヘッダ方式には、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管等が

使用されるが、架橋ポリエチレン管とポリブテン管の継手は、口径

によって共用できないものがあるので注意すること。 

ウ ポリエチレン管の最小曲げ半径については、ポリエチレン管の曲

げ配管（別表17）を参照すること。また架橋ポリエチレン管及びポ

リブテン管の最小曲げ半径については、架橋ポリエチレン管及びポ

リブテン管の曲げ半径（別表第18）を参照のこと。 

エ 架橋ポリエチレン管及びポリブテン管をやむを得ず土中に配管す

る場合は、保温材のほか防護管を使用すること。 
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エ 架橋ポリエチレン管及びポリブテン管をやむを得ず土中に配管す

る場合は、保温材のほか防護管を使用すること。 

３（１）給水管に直結する活水器等は給水用具であるため、その取付けは給水

装置工事となる。 

（２）給水管の外側に取付ける活水器等は給水用具にはあたらないが、管の

切断等を伴う場合は給水装置工事となる。 

４ 使用材料の確認のほか、耐圧性能についても確認すること。 

 

 

別図第25 ＜分岐箇所の配管例＞ 

 

     とんぼ配管 

× 〇

 

 

 

 

 

 

 

３（１）給水管に直結する活水器等は給水用具であるため、その取付けは給水

装置工事となる。 

（２）給水管の外側に取付ける活水器等は給水用具にはあたらないが、管の

切断等を伴う場合は給水装置工事となる。 

４ 使用材料の確認のほか、耐圧性能についても確認すること。 
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改正章 ２ 給水装置の設計 改正部分 ２・４・17 受水槽への給水と受水槽の構造等 

改正内容 受水槽のオーバーフロー管の排水口空間の追記 

改 正 後 改 正 前 

１ 受水槽への給水は、次によること。 

（１）受水槽の有効容量は、計画一日使用水量の40～60％を標準とする。 

（２）受水槽への給水にあたっては、吐水口空間（別表第20）に規定する吐水

口空間を確保する。 

（３）受水槽への給水は、給水管の口径が20㎜以下にあっては複式ボールタッ

プを、25㎜以上にあっては副弁付定水位弁を使用する。 

（４）受水槽が二槽式で定水位弁をそれぞれ設置する場合は、一段落ちの口径

とする。 

（５）ボールタップで給水する場合は、波立ち防止板等を設置することが望ま

しい。 

（６）受水槽への配管は、維持管理のためストップバルブを設置する。 

（７）定水位弁等の開閉や過流量により発生するウォ－ターハンマー、配水管

水圧への影響を防止するため、定水位弁の流量調節機能や定流量弁または

減圧弁の設置等によりメーター適正流量での流入及び給水管内流速２ｍ/

ｓ以下となる対策を講じるものとする。 

（８）立上管の途中に可とう管を設ける。 

（９）受水槽への給水管には、給水栓を設け、立ち上がり部分には凍結対策を

施すこと。 

（10）オーバーフロー管の排水口部には排水口空間(最小150ｍｍ）を確保する

こと。(別図第30) 

２ 受水槽の構造等は、建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号） 、建築

物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備を安全上及び衛生上支

障のない構造とするための基準（昭和 50 年建設省告示第 1597 号）及び給排水

設備技術基準（（ 財）日本建築センター）によること。 

 

１ 受水槽への給水は、次によること。 

（１）受水槽の有効容量は、計画一日使用水量の40～60％を標準とする。 

（２）受水槽への給水にあたっては、吐水口空間（別表第20）に規定する吐水

口空間を確保する。 

（３）受水槽への給水は、給水管の口径が20㎜以下にあっては複式ボールタッ

プを、25㎜以上にあっては副弁付定水位弁を使用する。 

（４）受水槽が二槽式で定水位弁をそれぞれ設置する場合は、一段落ちの口径

とする。 

（５）ボールタップで給水する場合は、波立ち防止板等を設置することが望ま

しい。 

（６）受水槽への配管は、維持管理のためストップバルブを設置する。 

（７）定水位弁等の開閉や過流量により発生するウォ－ターハンマー、配水管

水圧への影響を防止するため、定水位弁の流量調節機能や定流量弁または

減圧弁の設置等によりメーター適正流量での流入及び給水管内流速２ｍ/ｓ

以下となる対策を講じるものとする。 

（８）立上管の途中に可とう管を設ける。 

（９）受水槽への給水管には、給水栓を設け、立ち上がり部分には凍結対策を

施すこと。 

 

 

２ 受水槽の構造等は、建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号） 、建築

物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備を安全上及び衛生上支

障のない構造とするための基準（昭和 50 年建設省告示第 1597 号）及び給排水

設備技術基準（（ 財）日本建築センター）によること。 
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別図第 30 ＜オーバーフロー管の排水口空間＞ 

 

          

排水口空間 150ｍｍ以上

 
         ※排水口空間は最小 150ｍｍとする。 
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改正章 ３ 施工 改正部分 ３・３・３ 給水管の分岐の際の留意事項 

改正内容 離脱防止金具（Ａ形、Ｔ形、特殊押輪以外のＫ形の場合）の設置と伸縮防止金具（ＮＳ形、ＧＸ形の場合）の設置 

改 正 後 改 正 前 

給水管の分岐にあたっては、次のことに留意すること。 

１ サドル付分水栓又はバルブ付割Ｔ字管を取付ける部分の配水管等は、十分

清掃すること。 

２ サドル付分水栓は、栓を配水管等に対して垂直に取付けること。また、バ

ルブ付割Ｔ字管は、ゴムリング等に滑材を塗布し、その取出し管を水平に取

付けること。 

３ サドル付分水栓又はバルブ付割Ｔ字管を取付ける場合は、異物が入らない

ようにし、ボルトは片締にならないように平均して締付けること。また、締

付けるときは、サドル付分水栓又はバルブ付割Ｔ字管を無理に動かさないこ

と。 

４ ダクタイル鋳鉄管からサドル付分水栓で分岐する場合は、穿孔端面に防食

のためコアを装着すること。 

５ サドル付分水栓は、電食及び腐食の防止のためにポリエチレンシートを使

用し、サドル付分水栓全体を覆うように包み込み、確実に防食用ポリ塩化ビ

ニル粘着テープにより密着及び固定すること。（別図第28） 

６ 耐震継手（ＧＸ形、ＮＳ形等）を使用した配水管から不断水工法で分岐す

る場合は、耐震型バルブ付割Ｔ字管を使用し、穿孔箇所に防食のためコアを

装着すること。 

７ 非耐震継手（Ａ形、Ｔ形及びＫ形等）を使用した配水管から不断水で分岐

する場合は、バルブ付割Ｔ字管（非耐震型）を使用し、穿孔箇所に防食のた

めコアを装着すること。ただし、分岐する配水管が高級鋳鉄管（ⅭＩＰ）の

場合は不要とする。 

８ バルブ付割Ｔ字管は、配水管等に取付けた後、バルブが全開になっている

ことを確認し、穿孔前に水圧テストを行うこと。この場合の水圧テストは、

0.75ＭPaで10分間以上の保持を標準とする。 

給水管の分岐にあたっては、次のことに留意すること。 

１ サドル付分水栓又はバルブ付割Ｔ字管を取付ける部分の配水管等は、十分清

掃すること。 

２ サドル付分水栓は、栓を配水管等に対して垂直に取付けること。また、バル

ブ付割Ｔ字管は、ゴムリング等に滑材を塗布し、その取出し管を水平に取付け

ること。 

３ サドル付分水栓又はバルブ付割Ｔ字管を取付ける場合は、異物が入らないよ

うにし、ボルトは片締にならないように平均して締付けること。また、締付け

るときは、サドル付分水栓又はバルブ付割Ｔ字管を無理に動かさないこと。 

４ バルブ付割Ｔ字管は、配水管等に取付けた後、バルブが全開になっているこ

とを確認し、穿孔前に水圧テストを行うこと。この場合の水圧テストは、0.75

ＭPaで10分間以上の保持を標準とする。 

５ 穿孔機は、工法に応じて適切なものを選定し、確実に取付けること。また、

穿孔する場合に使用するドリルは、穿孔機の仕様及び配水管等の管種並びに管

の内面処理に応じて適切なものを使用すること。 

６ 穿孔は、管の内面被膜等に悪影響を与えないように注意すること。 

７ ダクタイル鋳鉄管からサドル付分水栓で分岐する場合は、穿孔端面に防食の

ためコアを装着すること。 

８ 耐震継手を使用した配水管から不断水工法で分岐する場合は、耐震型バルブ

付割Ｔ字管を使用し、穿孔端面に防食のためコアを装着すること。 

９ Ｔ字管又はチーズによる分岐は、分岐部分の標準配管図（別図第８）による

ものとし、管の切断加工及び接合等は、配水管等の管種に適した機械器具を使

用すること。 

10 サドル付分水栓は、電食及び腐食の防止のためにポリエチレンシートを使用

し、サドル付分水栓全体を覆うように包み込み、確実に防食用ポリ塩化ビニル
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９ バルブ付割Ｔ字管又はＴ字管は、電食及び腐食の防止のために外面をポリ

エチレンスリーブで被覆し、防食用ポリ塩化ビニル粘着テープにより確実に

密着及び固定すること。 

10 穿孔機は、工法に応じて適切なものを選定し、確実に取付けること。また、

穿孔する場合に使用するドリルは、穿孔機の仕様及び配水管等の管種並びに

管の内面処理に応じて適切なものを使用すること。 

11 穿孔は、管の内面被膜等に悪影響を与えないように注意すること。 

12 既設配水管から切落し又は不断水で分岐する場合において、掘削範囲内に

非耐震継手（Ａ形、Ｔ形及び特殊押輪以外のＫ形）が露出した場合は、切落

すかまたは離脱防止金具を設置すること。 

13 既設配水管の継手が耐震継手（ＧＸ形、ＮＳ形等）である場合は、必ず切

落すか伸縮防止金具を設置すること。なお、計画の段階で既設管の一体化長

さを考慮した分岐位置とすること。（２・４・１〈解説〉（５）参照） 

14 Ｔ字管又はチーズによる分岐は、分岐部分の標準配管図（別図第８）によ

るものとし、管の切断加工及び接合等は、配水管等の管種に適した機械器具

を使用すること。 

〈解説〉 

１ 給水管の分岐にあたっては、ガス管等の水道以外の管と誤って接続しない

ように、明示テープ、消火栓又は仕切弁等の位置の確認、試掘等により当該

配水管等であることを確認して施工すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

粘着テープにより密着及び固定すること。（別図第28） 

11 バルブ付割Ｔ字管又はＴ字管は、電食及び腐食の防止のために外面をポリエ

チレンスリーブで被覆し、防食用ポリ塩化ビニル粘着テープにより確実に密着

及び固定すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈解説〉 

１ 給水管の分岐にあたっては、ガス管等の水道以外の管と誤って接続しないよ

うに、明示テープ、消火栓又は仕切弁等の位置の確認、試掘等により当該配水

管等であることを確認して施工すること。 
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改正章 ３ 施工 改正部分 ３・４・２ 撤去工事の施工 

改正内容 撤去工事の際の地権者への説明 

改 正 後 改 正 前 

撤去工事は、次によること。 

１ 給水管の分岐部分がチーズ、Ｔ字管又はバルブ付割Ｔ字管の場合は、当該

チーズ、Ｔ字管又はバルブ付割Ｔ字管を撤去し、直管に布設替えすること。

ただし、これによりがたい場合は、管理者と協議すること。 

２ 給水管の分岐部分がサドル付分水栓の場合は、当該分水栓を閉とし、給水

管との継手部分を取外し、上部と側部のキャップ止めを行うこと。 

３ 給水管の分岐部分が建込式分水栓の場合は、コマで閉栓した後に上部を取

外し、キャップ止めを行うこと。 

４ 撤去後は、電食及び腐食の防止のために管及びサドル付分水栓等の外面を

ポリエチレンスリーブで被覆し、防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ及びゴム

バンドで確実に密着及び固定すること。 

５ 撤去工事により不要となった既設配管を存置する場合には、申請書に記載

するとともに申請者及び土地所有者にその状況を十分説明すること。 

〈解説〉 

１ 不要となった給水装置を放置することは、配水管等への水質の影響、漏水

事故等を引き起こすおそれがあることから、配水管等の分岐部から撤去する

こと。 

５ 将来の土地利用等で問題が発生しないよう、適切に対処すること。特に他

人の土地に埋設されている管を撤去する際に留意すること。 

 

 

撤去工事は、次によること。 

１ 給水管の分岐部分がチーズ、Ｔ字管又はバルブ付割Ｔ字管の場合は、当該チ

ーズ、Ｔ字管又はバルブ付割Ｔ字管を撤去し、直管に布設替えすること。ただ

し、これによりがたい場合は、管理者と協議すること。 

２ 給水管の分岐部分がサドル付分水栓の場合は、当該分水栓を閉とし、給水管

との継手部分を取外し、上部と側部のキャップ止めを行うこと。 

３ 給水管の分岐部分が建込式分水栓の場合は、コマで閉栓した後に上部を取外

し、キャップ止めを行うこと。 

４ 撤去後は、電食及び腐食の防止のために管及びサドル付分水栓等の外面をポ

リエチレンスリーブで被覆し、防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ及びゴムバン

ドで確実に密着及び固定すること。 

 

 

〈解説〉 

１ 不要となった給水装置を放置することは、配水管等への水質の影響、漏水事

故等を引き起こすおそれがあることから、配水管等の分岐部から撤去するこ

と。 
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改正章 ４ 申込みの手続と設計審査 改正部分 ４・１・８ 設計変更の場合の給水装置工事設計審査申込み 

改正内容 変更申請に該当する場合の内容の変更 

改 正 後 改 正 前 

１ 工事事業者は、給水装置工事設計審査承認書の交付を受けた後に、次のい

ずれかの設計変更をしようとする場合は、当該給水装置工事の着手前に、再

度給水装置工事設計審査の申込みをすること。 

（１）給水方式を変更する場合 

（２）配水管等からの分岐位置を、２ｍを超えて変更する場合 

（３）配水管等からの分岐工法又は口径を変更する場合 

（４）メーター位置を、２ｍを超えて変更する場合 

（５）メーター口径を変更する場合 

（６）分岐対象管を変更する場合 

（７）用途区分を変更する場合 

（８）配管経路または配管方法を変更する場合 

（９）２階のタンク式トイレを、直圧式トイレに変更する場合 

（10）その他管理者が必要と認めた場合 

２ 工事事業者は、給水装置工事設計審査申込書のほか、必要な書類に給水装

置工事の設計審査手数料を添えて申し込むこと。 

申込みに必要な書類は、次のとおりである。 

（１）給水装置工事設計審査申込書（施行規程様式第５号） 

（２）給水装置工事設計審査手数料内訳書（要領様式第３号） 

（３）給水装置工事設計変更図（要領様式第25号） 

（４）給水装置工事使用材料一覧表（要領様式第４号（その1）） 

（５）その他管理者が必要と認めた書類 

 

〈解説〉 

１（２）施工前に審査係と協議すること。 

（８）先分岐方式をヘッダ方式に変更する場合、またはヘッダ方式を先分岐

１ 工事事業者は、給水装置工事設計審査承認書の交付を受けた後に、次のいず

れかの設計変更をしようとする場合は、当該給水装置工事の着手前に、再度給

水装置工事設計審査の申込みをすること。 

（１）給水方式を変更する場合 

（２）配水管等からの分岐位置を、１ｍを超えて変更する場合 

（３）配水管等からの分岐工法又は口径を変更する場合 

（４）メーター位置を、１ｍを超えて変更する場合 

（５）メーター口径を変更する場合 

（６）分岐対象管を変更する場合 

（７）用途区分を変更する場合 

（８）配管経路または配管方法を変更する場合 

（９）２階のタンク式トイレを、直圧式トイレに変更する場合 

（10）その他管理者が必要と認めた場合 

２ 工事事業者は、給水装置工事設計審査申込書のほか、必要な書類に給水装置

工事の設計審査手数料を添えて申し込むこと。 

申込みに必要な書類は、次のとおりである。 

（１）給水装置工事設計審査申込書（施行規程様式第５号） 

（２）給水装置工事設計審査手数料内訳書（要領様式第３号） 

（３）給水装置工事設計変更図（要領様式第25号） 

（４）給水装置工事使用材料一覧表（要領様式第４号（その1）） 

（５）その他管理者が必要と認めた書類 

 

〈解説〉 
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方式に変更する場合を含む。 

（９）申込み時に、水理計算書を添付すること。なお、最低必要水圧が0.05

ＭＰaである直圧式トイレに変更する場合は、タンク式トイレと同等の取

り扱いとし設計変更は不要とするが、事前に資料（カタログ、仕様書等）

を提出すること。 

２ 午後３時までに給排水課審査係に申し込むこと。 

（４）使用材料が変更となる場合に提出すること。 

（５）ア 加入金が増減する場合 

（ア）当初の加入金が納付済みのときは加入金納入通知書兼領収書の

写しを、未納のときは加入金納付書を添付すること。 

（イ）変更後の加入金納付書送付先届（要領様式第５号）を添付する

こと。 

イ 加入金が不要となる場合 

加入金が納付済みのときは加入金納入通知書兼領収書の写しを、

未納のときは加入金納付書を添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１（９）申込み時に、水理計算書を添付すること。なお、最低必要水圧が0.05

ＭＰaである直圧式トイレに変更する場合は、タンク式トイレと同等の取

り扱いとし設計変更は不要とするが、事前に資料（カタログ、仕様書等）

を提出すること。 

２ 午後３時までに給排水課審査係に申し込むこと。 

（４）使用材料が変更となる場合に提出すること。 

（５）ア 加入金が増減する場合 

（ア）当初の加入金が納付済みのときは加入金納入通知書兼領収書の写

しを、未納のときは加入金納付書を添付すること。 

（イ）変更後の加入金納付書送付先届（要領様式第５号）を添付するこ

と。 

イ 加入金が不要となる場合 

加入金が納付済みのときは加入金納入通知書兼領収書の写しを、未

納のときは加入金納付書を添付すること。 
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改正章 ５ 検査 改正部分 ５・４・２ 現場検査 

改正内容 ポリピック洗管の基準について追記 

改 正 後 改 正 前 

現場検査は次のとおりである。 

１ メーター設置に係る検査 

（１）水道メーターが正しい方向に、かつ交換に支障がないよう設置されてい

ること。 

（２）設置位置が検針及びメーター交換に支障がないこと。 

（３）メーターボックスについては、凍結・凍上防止が行われていること。 

２ 給水装置の構造・材質・寸法の検査 

（１）給水装置工事しゅん工図及び材料一覧表をもとに確認できる範囲で、構

造・材質・寸法を確認する。 

（２）露出管、メーター等凍結のおそれがある部分の凍結対策が適切であるか

を確認する。 

（３）埋設部や隠ぺい部分について、工事写真や主任技術者からの聞き取りに

より確認するが、検査員が特に指示した場合は、現地を掘削すること等に

より目視で確認することがある。 

３ 水圧試験 

（１）給湯配管を除く給水管の水圧試験を行う。 

（２）メーター設置場所等から水圧テストポンプにより加圧し、所定の時間水

圧の低下がないことを確認する。 

（３）加圧する範囲は、上流側の第一止水栓から下流側の水栓までとする。 

（４）配管等の条件から所定の水圧試験ができない場合は、事前に管理者と協

議すること。 

（５）試験水圧及び加圧時間は次のとおりである。 
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布 設 し た 給 水 管 の            
試 験 水 圧       加 圧 時 間       

最 大 口 径  

φ25mm以下 1.00 ＭPa ３分以上 

φ30～50mm未満 1.00 ＭPa ５分以上 

φ50mm以上 0.75 ＭPa 10分以上 

４ 機能検査 

（１）給水栓、増圧設備等の吐出量や動作状況等の機能を確認する。 

（２）定水位弁、ボールタップ等により給水する場合は、吐水口空間（別表第

20）が確保されていることを確認する。 

５ 通水検査 

（１）各給水栓が水道メーターを経由していることを確認する。 

（２）受水槽給水の場合、メーター適正流量の範囲内での流入となっているこ

とを確認する。 

６ 水質確認 

（１）ダクタイル鋳鉄管を10ｍ以上新設する場合はポリピッグによる管の洗浄

を行う。なお、これによらない場合は別途協議すること。 

（２）末端の給水栓において簡易５項目水質検査（残留塩素、色、濁り、臭い、

味）を行う。 

（３）残留塩素が、0.1㎎/ℓ以上であることを確認する。 

（４）その他の項目においては異常がないことを確認する。 

〈解説〉 

現場検査の準備は、工事事業者が行うこと。 

直結増圧設備を設置する場合は、「中高層建物直結給水技術基準」（10 直

結増圧設備完成時の 

確認・試験）掲載の「直結増圧給水チェックリスト」に基づき確認を行うこ

と。 
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改正章 ８ 様式集 改正部分 要領様式第 17号 

改正内容 様式の修正 

改 正 後 改 正 前 

  

 


